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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器体１口頸部へ螺合させたキャップ本体４の頂壁６中央部に穿設した取出し口７を頂
壁後部上面に開蓋方向へ付勢させて枢着させた蓋板11で閉塞させ、該蓋板前部と頂壁前部
とに設けたロック装置12で蓋板の開閉が自在にロックさせた蓋板付き容器であって、
　上記取出し口周縁から第１シール筒８を起立すると共に該第１シール筒へ気密に嵌合で
きる弾性第２シール筒21を蓋板11下面へ直接ないし間接に付設させ、
　又リング41の下面と内面とを弾性板42で覆ってパッキング部43とし、かつ内面覆合部分
を上方延長して板バネ部44としたパッキン兼用バネ部材45を設けて、キャップ本体頂壁６
の外周寄り部分から垂下させた第１短筒９とキャップ本体周壁上部との間へ上記パッキン
部43を嵌合させると共に、上記板バネ部44を、頂壁６に貫通させ起立させて上記蓋板11の
開蓋方向付勢を行った
　ことを特徴とする蓋板付き高気密容器。
【請求項２】
　リング状板22外周から第１短筒23を垂下し、該第１短筒下端に付設した外向きフランジ
24を介して上外方へ拡開する弾性第２シール筒21を起立する弾性部材25と、円板26とを、
該円板外周部へ上記リング状板22を重合せた状態でこれ等を共に一体にインサート成形し
て第１シール部材27となし、
　蓋板11の中央部下面から垂設した第１係止筒29へ上記円板26から起立させた第２係止筒
28を嵌着させ、かつ蓋板11から垂下させた第３短筒30を上記第２短筒23外面へ嵌合させた
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、
　ことを特徴とする蓋板付き高気密容器。
【請求項３】
　リング状板22外周から下外方へ拡開させて弾性第２シール筒21を垂下する弾性部材25と
、円板26とを、該円板外周部へリング状板22の内周部を重合せた状態で、これ等を一体に
インサート成形して第２シール部材54となし、蓋板11の中央部下面から垂設した第１係止
筒29へ上記円板から起立させた第２係止筒28を抜け落ち不能に嵌合させた
　ことを特徴とする請求項１記載の蓋板付き高気密容器。
【請求項４】
　上記蓋板11から垂設した第１係止筒29と円板26から起立させた第２係止筒28とを、それ
等両筒を遊嵌させると共にそれ等両筒先端へ付設した係合突条相互の係合によって第１係
止筒29から第２係止筒28が抜け落ち不能とした
　ことを特徴とする、請求項２および３記載の蓋板付き高気密容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は蓋付きの高気密容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　容器本体上面を蓋体で閉塞すると共に該蓋体中央部に穿設した取出し口を、蓋体後部上
面へ開蓋方向へ付勢して枢着させた蓋板で閉塞し、該蓋板前部と蓋体前部とに設けたロッ
ク装置で蓋板の開閉が自在にロックさせた蓋板付き容器が知られている（特許資料１）。
【特許文献１】特開２００１－９７４２１号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は上記のような蓋板付き容器を高気密の容器として、該容器内へ収納させた収納
物が酸化等することが少く、永く新鮮な状態を保つことが可能に形成したものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１の手段として、容器体１口頸部へ螺合させたキャップ本体４の頂壁６中央部に穿設
した取出し口７を頂壁後部上面に開蓋方向へ付勢させて枢着させた蓋板11で閉塞させ、該
蓋板前部と頂壁前部とに設けたロック装置12で蓋板の開閉が自在にロックさせた蓋板付き
容器であって、
　上記取出し口周縁から第１シール筒８を起立すると共に該第１シール筒へ気密に嵌合で
きる弾性第２シール筒21を蓋板11下面へ直接ないし間接に付設させ、
　又リング41の下面と内面とを弾性板42で覆ってパッキング部43とし、かつ内面覆合部分
を上方延長して板バネ部44としたパッキン兼用バネ部材45を設けて、キャップ本体頂壁６
の外周寄り部分から垂下させた第１短筒９とキャップ本体周壁上部との間へ上記パッキン
部43を嵌合させると共に、上記板バネ部44を、頂壁６に貫通させ起立させて上記蓋板11の
開蓋方向付勢を行った。
【０００５】
　第２の手段として、上記第１の手段を有すると共に、リング状板22外周から第２短筒23
を垂下し、該第２短筒下端に付設した外向きフランジ24を介して上外方へ拡開する弾性第
２シール筒21を起立する弾性部材25と、円板26とを、該円板外周部へ上記リング状板22を
重合せた状態でこれ等を共に一体にインサート成形して第１シール部材27となし、
　蓋板11の中央部下面から垂設した第１係止筒29へ上記円板26から起立させた第２係止筒
28を嵌着させ、かつ蓋板11から垂下させた第２短筒30を上記第２短筒23外面へ嵌合させた
。
【０００６】
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　第３の手段として、上記第１の手段を有すると共に、リング状板22外周から下外方へ拡
開させて弾性第２シール筒21を垂下する弾性部材25と、円板26とを、該円板外周部へリン
グ状板22の内周部を重合せた状態で、これ等を一体にインサート成形して第２シール部材
54となし、蓋板11の中央部下面から垂設した第１係止筒29へ上記円板から起立させた第２
係止筒28を抜け落ち不能に嵌合させた。
【０００７】
　第４の手段として、上記第２又は第３の手段を有すると共に、上記蓋板11から垂設した
第１係止筒29と円板26から起立させた第２係止筒28とを、それ等両筒を遊嵌させると共に
それ等両筒先端へ付設した係合突条相互の係合によって第１係止筒29から第２係止筒28が
抜け落ち不能とした。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１記載のようにすることで、キャップ本体頂壁６の取出し口７は、第１シール筒
８と弾性第２シール筒21とが、又容器体口頸部上端面とキャップ本体の頂壁６との間はパ
ッキン部43がそれぞれ気密に閉塞することとなり、容器体内を気密に保つことが出来る。
又そのパッキン部はリング41下面へ弾性板42をインサート成形で一体に付設して形成した
から、キャップ本体締付けの際にリング下面の弾性板42が容器体口頸部上端面とキャップ
本体頂壁との間でよれるようなことがなく、シール板を高めることが出来る。
【０００９】
　請求項２のようにすることで、上記取出し口７を、該取出し口周縁から起立する第１シ
ール筒８内面と、弾性部材25と円板26とを一体にインサート形成した第１シール部材27の
弾性第２シール筒21とが開閉することとなり、よってその閉塞を気密に行うことが容易と
なる。又その第２短筒30外面へは、蓋板11下面から垂設した第３短筒30を嵌合させている
から、上記第１シール筒８内面へ弾性第２シール筒21が嵌合する際、第２短筒30下端と弾
性第２シール筒21下端とを連結する外向きフランジ24は第３短筒30の下面へ接することで
弾性第２シール筒21の上昇を阻止することとなり、よって該弾性第２シール筒21と第１シ
ール筒８との嵌合を確実に行うこととなり、気密性を高めることとなる。
【００１０】
　請求項３のようにすることでも弾性第２シール筒21が下外方へ拡開させてあるから、該
弾性第２シール筒21と第１シール筒８とを気密性を高めて嵌合させることが出来る。
【００１１】
　請求項４のようにすることで蓋板11から垂設された第１係止筒29と円板26から起立され
た第２係止筒28とは上下方向へ多少摺動可能となり、よって第１シール筒８と弾性第２シ
ール筒との、又その第１シール筒８と、弾性第２シール筒21との嵌合を無理なく行うこと
が出来、気密な嵌合を確実に行う事が出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下図面について説明する。まず従来公知の事項について簡単に説明すると、１は、周
壁２上部をキャップ螺合用口頸部３とする容器体で、その口頸部外面へはキャップ本体４
の周壁５を螺合させており、該キャップ本体頂壁６は、中央部を取出し口７として開口し
、該開口周縁からは第１シール筒８を起立している。又周壁内面との間にパッキン嵌合用
間隙をおいて第１短筒９を垂設している。
【００１３】
　キャップ本体頂壁の後部上面には、上記取出し口７を開閉する蓋板11が枢着させてあり
、該蓋板前部と頂壁前部とにロック装置12を設け、頂壁前部から起立させた第１フック13
と、蓋板前部から垂下させた第２フック14とが蓋板倒伏により係合して該蓋板閉塞状態が
保持され、又レバー式押釦15の前部押下げにより押釦後部が蓋板前部を押上げて上記両フ
ックの係合が外れて開蓋し、該開蓋状態から蓋板前部を押下げすると再び両フックが係合
して閉蓋状態を保つよう設けている。
【００１４】
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　本発明では、既述第１シール筒８へ気密に嵌合させる弾性第２シール筒21を蓋板11下面
へ直接ないし間接に付設させた。該弾性第２シール筒21は、図１が示す第１実施形態にあ
っては、リング状板22外周から第１短筒23を垂下し、該第１短筒下端に付設した外向きフ
ランジ24を介して上外方へ筒部を拡開する、例えばエラストマーで形成した弾性部材25を
設け、上記外向きフランジ24外周から上外方へ起立する筒部で形成した。該弾性部材25の
リング状板22は剛性の合成樹脂製円板26の外周部上面へ載置した状態でインサート成形し
て第１シール部材27を形成し、上記リング状板22よりも内方の円板部分から起立させた第
２係止筒28を、蓋板11の中央部下面から垂設した第１係止筒29内面へ嵌着して固定し、又
蓋板11から第３短筒30を垂下させて該第３短筒30を上記第２短筒23外面へ嵌合させ、上記
弾性第２シール筒21外面を、第１シール筒８内面へ気密に嵌合させている。
【００１５】
　第１シール筒８の上部内面へは突条を周設して第１シール筒上端内面から突条の内端ま
でを下内方へのテーパ面としており、蓋板閉塞時にテーパ面に接し摺動して弾性第２シー
ル筒21が第１シール筒８の上部内へ嵌合するよう設けている。その嵌合の際、弾性第２シ
ール筒21は第１シール筒８の上部内面へ接してその下降を邪魔され、よって外向きフラン
ジ24の外周部は上方へ押し上げられることとなるが、第３短筒30下面が外向きフランジ24
上面へ接して外向きフランジ24の上昇を阻止するため、弾性第２シール筒21は第１シール
筒８の上部内へ押込みされることとなる。
【００１６】
　又本発明にあっては、剛性の合成樹脂製リング41下面と内面とを弾性板42で覆ってパッ
キン部43とし、かつ内面覆合部分を上方延長して板バネ部44としたパッキン兼用バネ部材
45を設け、該部材のパッキン部43を、図が示すようにキャップ本体周壁上部との間に間隙
をおいて頂壁６から垂下させた第１短筒９とキャップ本体周壁５との間へ嵌合させ、又そ
の挾持筒外面上方の頂壁部分に透孔47を穿設し、該透孔に通して上記板バネ部44を上方へ
起立させた。該板バネ部は図示のように蓋板11閉蓋時に蓋板に押されて弾性変形し、該状
態から押しボタン15を押下げてロックを外すと、板バネ部44が弾性復元して開蓋するよう
設けたものである。上記弾性板42はエラストマーで形成し、該弾性板とリング41とはイン
サート成形して一体成形している。
【００１７】
　図４は第２実施形態を示す。第１実施形態と同一部分については同一符号を付すること
で説明を省略し、相違部分についてだけ説明すると、弾性部材51をリング状板52外周から
下外方へ弾性第２シール筒53を垂下させて形成している。
【００１８】
　リング状板52は図示のように該リング状板の内周部外周から上外方へ傾斜筒部を突出さ
せ、該傾斜筒部上端から外方へ外周部を外方へ突出させて形成するとよい。
【００１９】
　弾性部材51は剛性を有する合成樹脂製円板26の外周部上面へリング状板52の内周部を載
置した状態でインサート成形で一体成形して第２シール部材54とする。
【００２０】
　円板26からは第２係止筒28を起立させており、該第２係止筒の上端外周には係合突条が
周設させてあり、該係合突条を蓋板11から垂下させた第１係止筒29下端内周へ周設した係
合突条上面へ係合させている。
【００２１】
　上記第１、第２係止筒は遊嵌させてそれ等両係合突条相互の係合で、上記弾性部材51と
円板26とが形成する第２シール部材54を蓋板11へ嵌着させている。
【００２２】
　図示例にあっては、蓋板11開蓋の際、リング状板52の上面が蓋板11下面へ接し押下げら
れて弾性第２シール筒53内面が第１シール筒８の上部外面へ気密に嵌合するよう設けてい
る。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】本発明容器の断面図である。
【図２】キャップ本体の半面である。
【図３】図１容器の正面図である。
【図４】第２実施形態で示す容器の断面図である。
【符号の説明】
【００２４】
　　　　４　キャップ本体　　　　６　頂壁
　　　　８　第１シール筒　　　　11　蓋板
　　　　21　弾性第２シール筒　　22　リング状板
　　　　23  第２短筒　　　　　　24　外向きフランジ
　　　　25　弾性部材      　　　27　第１シール部材
　　　　28　第２係止筒　　　　　29　第１係止筒
　　　　30　第３短筒　　　　　　41　リング
　　　　42　弾性板　　　　　　　45　パッキング兼用バネ部材
　　　　51　弾性部材　　　　　　53　弾性第２シール筒
　　　　54　第２シール部材

【図１】 【図２】
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